
いわき都市計画地区計画の変更（いわき市決定） 

都市計画いわき四倉中核工業団地地区計画を次のように変更する。 

名 称 いわき四倉中核工業団地地区計画 

位 置 いわき市四倉町字芳ノ沢、字栗木作及び田戸の各一部の区域 

面 積 約１２７．５ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地 区 計 画 の 目 標  

本地区は、いわき市四倉町に位置し、ＪＲいわき駅より北東へ約９ｋｍ、

ＪＲ四ツ倉駅より北西に約３ｋｍの地点にあり、いわき市北部地域における

新たな工業立地の受け皿として、さらに、地域振興に貢献する機能を持つ自

然と共生した開発モデルとしての役割を担う工業団地として、平成１８年に

第一期造成を完了し、現在は第二期造成が計画されている。 

このため、良好な工業団地としての環境さらには地域交流機能の創出と保

全に向けた地区計画を策定し、地域と連携する良好な生産環境の形成を図る

ことを目標とする。 

土 地 利 用 の 方 針  

 当該工業団地は「環境と共生し、地域に開かれたニューファクトリーパー

ク」を基本方針として計画する。 

導入する機能としては、 

（Ａ地区） 

・生産機能を主とした一般型工場 

・製品開発、試作機能をも含めた開発型工場 

・工場内で生産された製品の展示、販売機能や取引機能を持ち、 

集客性のある開放型工場 

・事務所 

・製品等を保管、輸送するための物流施設 

・研究所施設 

（Ｂ地区） 

・地域の交流拠点となる機能を有した研修、集会等の施設 

・進出企業及びその就労者の利便施設 

・進出企業関係者及び研修者の宿泊施設とし、秩序ある土地利用の誘導、 

良好な地域交流環境の形成を図る。 

地区施設の整備方針 

幹線道路（３・４・２０９栗木作小山田線）と接続する補助幹線道路を適

正に配置し、整備する。また、工業団地外周の自然樹林地を保全するための

緑地を配置する。 

建築物等の整備方針 
 良好な工業生産環境及び地域交流機能の創出、保持を図るため、また、企

業立地を適切に誘導するため、建築物等の用途の制限を行う。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

面       積 約１００．７ｈａ 

地区施設の配置及び規模 

（１）道路 幅員 １４メートル 延長 １，８２３メートル 

      幅員 １１メートル 延長 １，１０２メートル 

（２）緑地（調節地も含む） ４ヶ所（面積 約４０ｈａ） 

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区 分 

区分の名称 Ａ地区（工業団地地内） 

区分の面積 約５４．８ｈａ 

建築物等の用途の制限 

次の各号の一に該当する建築物及びこれに付属する建築物は建築してはな

らない。 

(1) 住宅 

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

（保育所については、地区内の企業等が自社就業者の用に供するために 

設置するものを除く） 



「区域、地区施設の配置及び建築物等の用途の制限に係る地区区分は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 当地区は、本市の新たな工業立地の受け皿及び地域振興に貢献する機能を持つ自然と共生した開発モデルとし

ての役割を担う工業団地であり、用途の混在による生産環境の悪化や、地域交流機能の低下を防ぐため、地区計

画を定め、平成１８年に第１期区域の造成を完了し、分譲を行っている。 

 この度、当地区の第２期区域においては、浜通り南部の工業用地の不足を解消するとともに、双葉郡の復興・

住民帰還の促進や、雇用の創出を目的に、可能な限り大規模な区画割での造成を計画していることから、補助幹

線道路や緑地についても、区画割にあわせた適正な配置とするため、本案のとおり地区計画を変更しようとする

ものである。 

   

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店（工場内で生産された製品を販売する 

ために 付属的に設置された店舗、その中に併設された飲食店を除く） 

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する建築基準法 

別表第二（を）項七号の規定により同法施行令で定める運動施設（地区

内の企業等が自社就業者の用に供するために設置するものを除く） 

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 

その他これらに類するもの 

(7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

(8) 公衆浴場 

(9) 自動車教習所 

(10)カラオケボックスその他これに類するもの 



 


